
 

(第 1条 関係 )寒 川町 印鑑 条例 新旧 対照表  

現 行  改 正案  

第 1条  (略 ) 第 1条  (略 ) 

(印 鑑の登 録資 格 ) (印 鑑の登 録資 格 ) 

第 2条  印 鑑 の 登 録 を 受 け る こ と が で き

る 者 は 、 住 民 基 本 台 帳 法 (昭 和 4 2年 法 律

第 8 1号          )に 基 づ き 、

本 町 の 住 民 基 本 台 帳    に 記 録 さ れ

て いる 者と する 。ただ し 、15歳 未満 の者

及 び成 年被 後見人 は、印 鑑の 登録 を受け

る こと がで きない 。  

第 2条  印 鑑 の 登 録 を 受 け る こ と が で き

る 者 は 、 住 民 基 本 台 帳 法 (昭 和 4 2年 法 律

第 81号 。以 下「 法」と いう 。 )に基 づき 、

本 町 が 備 え る 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ

て いる 者と する 。ただ し 、15歳 未満 の者

及 び成 年被 後見人 は、印 鑑の 登録 を受け

る こと がで きない 。  

(印 鑑登録 の制 限 ) (印 鑑登録 の制 限 ) 

第 3条  (略 ) 第 3条  (略 ) 

2  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 印 鑑

は 、登 録す ること がで きな い。  

2  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 印 鑑

は 、登 録す ること がで きな い。  

( 1 ) 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 氏

名 、氏若 しく は名          

                

                

       又 は 氏 名 の     

  一 部 を 組 み 合 わ せ た も の で 表 し

て いな いも の  

( 1 ) 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 氏

名 、 氏 、 名 若 し く は 通 称 (住 民 基 本 台

帳 法 施 行 令 (昭 和 4 2年 政 令 第 2 92号 )第

3 0条 の 2 6第 1項 に 規 定 す る 通 称 を い

う 。 以 下 同 じ 。 )又 は 氏 名 若 し く は 通

称 の 一 部 を 組 み 合 わ せ た も の で 表 し

て いな いも の  

( 2 ) 職 業 、 資 格 そ の 他 氏 名 以 外    

 の事 項を 表して いる もの  

( 2 ) 職 業 、 資 格 そ の 他 氏 名 又 は 通 称 以

外 の事 項を 表して いる もの  

(3)～ (6) (略 ) (3)～ (6) (略 ) 

（ 加え る）  3  前 項 第 1号 及 び 第 2号 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 外 国 人 住 民 (法 第 3 0条 の 45に 規 定

す る 外 国 人 住 民 を い う 。 以 下 同 じ 。 )の

う ち 非 漢 字 圏 の 外 国 人 住 民 が 住 民 票 の

備 考 欄 に 記 録 さ れ て い る 氏 名 の 片 仮 名

表 記 又 は そ の 一 部 を 組 み 合 わ せ た も の

で 表 さ れ て い る 印 鑑 に よ り 登 録 を 受 け

よ うと する 場合に は、当 該印 鑑は 登録す

る こと がで きる。  

第 3条～第 6条  (略 ) 第 3条～第 6条  (略 ) 

(印 鑑登録 原票 の登 録事 項 ) (印 鑑登録 原票 の登 録事 項 ) 

第 7条  町 長 は 、 第 5条 の 規 定 に よ る 確 認

を し た 場 合 は 、 印 鑑 登 録 原 票 (以 下 「 原

票 」 と い う 。 )に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

項 (以下「登録 事項 」と いう 。)を登 録す

第 7条  町 長 は 、 第 5条 の 規 定 に よ る 確 認

を し た 場 合 は 、 印 鑑 登 録 原 票 (以 下 「 原

票 」 と い う 。 )に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

項 (以下「登録 事項 」と いう 。)を登 録す



 

る もの とす る。  る もの とす る。  

(1)～ (4) (略 ) (1) ～ (4) (略 ) 

( 5 ) 氏 名              

                

        

( 5 )  氏 名 (外 国 人 住 民 に 係 る 住 民 票 に

通 称 が 記 録 さ れ て い る 場 合 に あ っ て

は 、氏 名及 び通称 ) 

(6) ・ (7) (略 ) (6) ・ (7) (略 ) 

（ 加え る）  ( 8 ) 外 国 人 住 民 の う ち 非 漢 字 圏 の 外 国

人 住 民 が 住 民 票 の 備 考 欄 に 記 録 さ れ

て い る 氏 名 の 片 仮 名 表 記 又 は そ の 一

部 を 組 み 合 わ せ た も の で 表 さ れ て い

る 印 鑑 に よ り 登 録 を 受 け る 場 合 に あ

っ ては 、当 該氏名 の片 仮名 表記  

(8)  (略 ) (9) (略 ) 

2 (略 ) 2 (略 ) 

第 8条～第 10条  (略 ) 第 8条～第 10条  (略 ) 

(登 録の抹 消 ) (登 録の抹 消 ) 

第 1 1条  町 長 は 、 印 鑑 の 登 録 を 受 け て い

る 者に つい て、次の 各号 のい ずれ かに該

当 した 場合 は、印鑑 の登 録を 抹消 するも

の とす る。  

第 1 1条  町 長 は 、 印 鑑 の 登 録 を 受 け て い

る 者に つい て、次の 各号 のい ずれ かに該

当 した 場合 は、印鑑 の登 録を 抹消 するも

の とす る。  

(1)～ (3) (略 ) (1) ～ (3) (略 ) 

（ 加え る）  ( 4 )  登 録 を 受 け て い る 者 (外 国 人 住 民

に 限 る 。 )が 法 第 3 0条 の 4 5の 表 の 上 欄

に 掲 げ る も の で な く な っ た と き (日 本

の 国籍 を取 得した 場合 を除 く。 ) 

(4)～ (6) (略 ) (5)～ (7) (略 )  

2 町長は 、前 項 第 4号 から 第 6号ま での 規

定 によ り印 鑑の登 録を 抹消 した ときは、

当 該 登 録 を 受 け て い た 者 に そ の 旨 を 通

知 する もの とする 。  

2 町長は 、前 項 第 5号 から 第 7号ま での 規

定 によ り印 鑑の登 録を 抹消 した ときは、

当 該 登 録 を 受 け て い た 者 に そ の 旨 を 通

知 する もの とする 。  

第 1 2条  町 長 は 、 印 鑑 登 録 を 受 け て い る

者 が 、 第 7条 第 4号 か ら 第 8号 の 登 録 事 項

に つい て、変 更を生 じた こと を知 つたと

き は、職 権で 当該登 録事 項を 修正 するも

の とす る。  

第 1 2条  町 長 は 、 印 鑑 登 録 を 受 け て い る

者 が 、 第 7条 第 4号 か ら 第 9号 の 登 録 事 項

に つい て、変 更を生 じた こと を知 つたと

き は、職 権で 当該登 録事 項を 修正 するも

の とす る。  

第 13条  (略 ) 第 13条  (略 ) 

(印 鑑登録 証明 書 ) (印 鑑登録 証明 書 ) 

第 1 4条  町 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 印 鑑 登

録 証明 書の 交付に あた つて は、原 票に登

第 1 4条  町 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 印 鑑 登

録 証明 書の 交付に あた つて は、原 票に登



 

録 さ れ て い る 印 影 の 写 し (原 票 に 登 録 さ

れ て い る 印 影 を 光 学 画 像 読 取 装 置 に よ

り 読 み 取 つ て 磁 気 テ ー プ に 記 録 し た も

の に 係 る 出 力 装 置 か ら の 打 出 し を 含

む 。 )に つ い て 証 明 す る ほ か 、 次 の 各 号

に 掲げ る事 項を記 載す るも のと する。  

録 さ れ て い る 印 影 の 写 し (原 票 に 登 録 さ

れ て い る 印 影 を 光 学 画 像 読 取 装 置 に よ

り 読 み 取 つ て 磁 気 テ ー プ に 記 録 し た も

の に 係 る 出 力 装 置 か ら の 打 出 し を 含

む 。 )に つ い て 証 明 す る ほ か 、 次 の 各 号

に 掲げ る事 項を記 載す るも のと する。  

(1) (略 ) (1) (略 ) 

(2) 氏名  ( 2 )  氏 名 (外 国 人 住 民 に 係 る 住 民 票 に

通 称 が 記 録 さ れ て い る 場 合 に あ っ て

は 、氏 名及 び通称 ) 

(3)・ (4) (略 ) (3)・ (4) (略 ) 

（ 加え る）  ( 5 ) 外 国 人 住 民 の う ち 非 漢 字 圏 の 外 国

人 住 民 が 住 民 票 の 備 考 欄 に 記 録 さ れ

て い る 氏 名 の 片 仮 名 表 記 又 は そ の 一

部 を 組 み 合 わ せ た も の で 表 さ れ て い

る 印 鑑 に よ り 登 録 を 受 け る 場 合 に あ

っ ては 、当 該氏名 の片 仮名 表記  

2～ 4 (略 ) 2～ 4 (略 ) 

～ 略～  ～ 略～  

 

 

 

(第 2条 関係 )寒 川町 印鑑 条例 新旧 対照表  

現 行  改 正案  

第 1条・第 2条  (略 ) 第 1条・第 2条  (略 ) 

(印 鑑登録 の制 限 ) (印 鑑登録 の制 限 ) 

第 3条  印 鑑の 登録 は、 1人に つき 1個 とす

る 。  

第 3条  印 鑑の 登 録 は、 1人に つき 1個 とす

る 。  

2  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 印 鑑

は 、登 録す ること がで きな い。  

2  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 印 鑑

は 、登 録す ること がで きな い。  

( 1 ) 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 氏

名 、氏、名             

                

                

         若 し く は 通 称 (住

民 基 本 台 帳 法 施 行 令 (昭 和 4 2年 政 令 第

2 9 2号 )第 3 0条 の 2 6第 1項 に 規 定 す る 通

称 をい う。以下同 じ。)又 は氏名    

 若 し く は 通 称 の 一 部 を 組 み 合 わ せ

た もの で表 してい ない もの  

( 1 ) 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 氏

名 、 氏 、 名 、 旧 氏 (住 民 基 本 台 帳 法 施

行 令 (昭和 42年 政令 第 292号。以 下「 令」

と い う 。 )第 3 0条 の 1 3に 規 定 す る 旧 氏

を いう 。以 下同 じ。 )若 しく は通 称 (令

第 3 0条 の 1 6第 1項          

          に 規 定 す る 通

称 を い う 。 以 下 同 じ 。 )又 は 氏 名 、 旧

氏 若 し く は 通 称 の 一 部 を 組 み 合 わ せ

た もの で表 してい ない もの  



 

( 2 ) 職 業 、 資 格 そ の 他 氏 名    又 は

通 称以 外の 事項を 表し てい るも の  

( 2 ) 職 業 、 資 格 そ の 他 氏 名 、 旧 氏 又 は

通 称以 外の 事項を 表し てい るも の  

(3)～ (6) (略 ) (3)～ (6) (略 ) 

3 (略 )  3 (略 )  

第 3条～第 6条  (略 ) 第 3条～第 6条  (略 ) 

(印 鑑登録 原票 の登 録事 項 ) (印 鑑登録 原票 の登 録事 項 ) 

第 7条  町 長 は 、 第 5条 の 規 定 に よ る 確 認

を し た 場 合 は 、 印 鑑 登 録 原 票 (以 下 「 原

票 」 と い う 。 )に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

項 (以下「登録 事項 」と いう 。)を登 録す

る もの とす る。  

第 7条  町 長 は 、 第 5条 の 規 定 に よ る 確 認

を し た 場 合 は 、 印 鑑 登 録 原 票 (以 下 「 原

票 」 と い う 。 )に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

項 (以下「登録 事項 」と いう 。)を登 録す

る もの とす る。  

(1)～ (4) (略 ) (1) ～ (4) (略 ) 

( 5 )  氏 名 (             

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

    外 国 人 住 民 に 係 る 住 民 票 に 通

称 が 記 録 さ れ て い る   場 合 に あ っ て

は 、氏 名及 び通称  ) 

( 5 )  氏 名 (氏 に 変 更 が あ っ た 者 に 係 る

住 民 票 に 旧 氏 の 記 載 (法 第 6条 第 3項 の

規 定 に よ り 磁 気 デ ィ ス ク (こ れ に 準 ず

る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記

録 し て お く こ と が で き る 物 を 含 む 。 )

以 下 同 じ 。 )を も っ て 調 整 す る 住 民 票

に あ っ て は 、 記 録 。 以 下 同 じ 。 )が さ

れ て い る 場 合 に あ っ て は 氏 名 及 び 当

該 旧氏、外国 人住民に 係る 住民 票に通

称 の 記 載 が さ れ て い る 場 合 に あ っ て

は 氏名 及び 当該通 称 ) 

(6)・ (7) (略 ) (6)・ (7) (略 ) 

( 8 ) 外 国 人 住 民 の う ち 非 漢 字 圏 の 外 国

人 住 民 が 住 民 票 の 備 考 欄 に 記 録 さ れ

て い る  氏 名 の 片 仮 名 表 記 又 は そ の

一 部 を 組 み 合 わ せ た も の で 表 さ れ て

い る 印 鑑 に よ り 登 録 を 受 け る 場 合 に

あ って は、 当該氏 名の 片仮 名表 記  

( 8 ) 外 国 人 住 民 の う ち 非 漢 字 圏 の 外 国

人 住 民 が 住 民 票 の 備 考 欄 に 記 載 が さ

れ て い る 氏 名 の 片 仮 名 表 記 又 は そ の

一 部 を 組 み 合 わ せ た も の で 表 さ れ て

い る 印 鑑 に よ り 登 録 を 受 け る 場 合 に

あ って は、 当該氏 名の 片仮 名表 記  

(9) (略 ) (9) (略 ) 

2 登録事 項を 登録 した 原票 につ いては 、

磁 気 テ ー プ を も つ て 調 製 す る こ と が で

き る。  

2 登録事 項を 登録 した 原票 につ いては 、

磁 気 デ ィ ス ク を も つ て 調 製 す る こ と が

で きる 。  

第 8条～第 12条  (略 ) 第 8条～第 12条  (略 ) 

(印 鑑登録 証明 書の 交付 申請 ) (印 鑑登録 証明 書の 交付 申請 ) 

第 13条  (略 ) 第 13条  (略 ) 

（ 加え る）  2 前項の 規定 にか かわ らず 、印 鑑登 録を

受 けて いる 者は、利 用者 証明 用電 子証明

書 (電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体 情 報



 

シ ス テ ム 機 構 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律

(平 成 1 4年 法 律 第 1 5 3号 )第 2 2条 第 1項 に

規 定 す る 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 を い

う。)が記録 され た個人 番号 カー ド (行政

手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た

め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 (平 成 2 5

年 法 律 第 2 7号 )第 2条 第 7項 に 規 定 す る 個

人 番 号 カ ー ド を い う 。 )を 利 用 し て 、 多

機 能 端 末 機 (本 町 の 電 子 計 算 機 と 電 気 通

信 回 線 で 接 続 さ れ た 民 間 事 業 者 等 が 設

置 する 端末 機であ って、当該 端末 機を利

用 す る 者 が 自 ら 必 要 な 操 作 を す る こ と

に より、印鑑 登録証 明書 を自 動的 に交付

す る 機 能 を 有 す る も の を い う 。 )に 暗 証

番 号 (電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体 情

報 シ ス テ ム 機 構 の 認 証 業 務 に 関 す る 法

律 施 行 規 則 (平 成 1 5年 総 務 省 令 第 120号 )

第 4 2条 第 2項 に 規 定 す る 暗 証 番 号 を い

う 。 )を 自 ら 入 力 す る こ と に よ り 、 印 鑑

登 録 証 明 書 の 交 付 を 申 請 す る こ と が で

き る。  

(印 鑑登録 証明 書 ) (印 鑑登録 証明 書 ) 

第 1 4条  町 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 印 鑑 登

録 証明 書の 交付に あた つて は 、原 票に登

録 さ れ て い る 印 影 の 写 し (原 票 に 登 録 さ

れ て い る 印 影 を 光 学 画 像 読 取 装 置 に よ

り 読 み 取 つ て 磁 気 テ ー プ  に 記 録 し た

も の に 係 る 出 力 装 置 か ら の 打 出 し を 含

む 。 )に つ い て 証 明 す る ほ か 、 次 の 各 号

に 掲げ る事 項を記 載す るも のと する。  

第 1 4条  町 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 印 鑑 登

録 証明 書の 交付に 当た って は 、原 票に登

録 さ れ て い る 印 影 の 写 し (原 票 に 登 録 さ

れ て い る 印 影 を 光 学 画 像 読 取 装 置 に よ

り 読 み 取 つ て 磁 気 デ ィ ス ク に 記 録 し た

も の に 係 る 出 力 装 置 か ら の 打 出 し を 含

む 。 )に つ い て 証 明 す る ほ か 、 次 の 各 号

に 掲げ る事 項を記 載す るも のと する。  

(1) (略 ) (1) (略 ) 

( 2 )  氏 名 (             

                

              外 国

人 住 民 に 係 る 住 民 票 に 通 称 が 記 録 さ

れ てい る  場合に あっ ては 、氏名 及び

通 称  ) 

( 2 )  氏 名 (氏 に 変 更 が あ っ た 者 に 係 る

住 民 票 に 旧 氏 の 記 載 が さ れ て い る 場

合 にあ って は氏名 及び 当該 旧氏、外国

人 住 民 に 係 る 住 民 票 に 通 称 の 記 載 が

さ れ て い る 場 合 に あ っ て は 氏 名 及 び

当 該通 称 ) 

(3)・ (4) (略 ) (3)・ (4) (略 ) 

( 5 ) 外 国 人 住 民 の う ち 非 漢 字 圏 の 外 国

人 住 民 が 住 民 票 の 備 考 欄 に 記 録 さ れ

て い る  氏 名 の 片 仮 名 表 記 又 は そ の

( 5 ) 外 国 人 住 民 の う ち 非 漢 字 圏 の 外 国

人 住 民 が 住 民 票 の 備 考 欄 に 記 録 が さ

れ て い る 氏 名 の 片 仮 名 表 記 又 は そ の



 

一 部 を 組 み 合 わ せ た も の で 表 さ れ て

い る 印 鑑 に よ り 登 録 を 受 け る 場 合 に

あ って は、 当該氏 名の 片仮 名表 記  

一 部 を 組 み 合 わ せ た も の で 表 さ れ て

い る 印 鑑 に よ り 登 録 を 受 け る 場 合 に

あ って は、 当該氏 名の 片仮 名表 記  

2～ 4 (略 ) 2～ 4 (略 ) 

(印 鑑登録 証明 書交 付申 請の 不受 理 ) (印 鑑登録 証明 書交 付申 請の 不受 理 ) 

第 15条  町 長は、           

    次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 場合 には、印鑑 登録証 明書 の交 付申請

を 受理 しな いもの とす る。  

第 15条  町 長は 、 第 13条 第 1項の 規定 によ

る 申 請 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る 場合 には、印鑑 登録証 明書 の交 付申請

を 受理 しな いもの とす る。  

(1)～ (5) (略 ) (1) ～ (5) (略 ) 

～ 略～  ～ 略～  

 

 

 

(改 正附則 ) 

現 行  改 正案  

 附  則  

 こ の条 例は 、公 布の日 から 施行 する 。た

だ し 、次 の各号 に掲げ る規 定は 、当 該各号

に 定め る日 から施 行す る。  

(1) 第 2条 の 規定 (次号 に 掲げ る 改正 規

定 を除 く。 ) 令和 元年 11月 5日  

( 2 )  第 2条 中 第 1 3条 及 び 第 1 5条 の 改 正

規 定  令和 2年 3月 1日  

 


